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令和７年 6 月 

 

前橋市教育委員会事務局学校教育課情報教育推進係 

  



１ 目的  

 前橋市立前橋高等学校では、令和３年４月より GIGA スクール構想により整備された

Chromebook端末を LTE接続して授業等での活用を行ってきましたが、同時に多くの端末が接

続した場合、接続できない・通信速度が極端に遅くなるなどの課題もありました。 

 また、GIGA スクール構想第２期となる令和８年４月からは、新入学生から順次 BYAD によ

り生徒が購入した Chromebook 端末を利用することから、端末価格が高額となる LTE モデル

の端末ではなく、他の県立学校と同じく Wi-Fi モデルの端末を利用可能とする必要性が生じ

ました。 

 そこで、現行の LTE 接続を見直し、先にあげた課題を解決するにあたって最も適したネッ

トワークシステムを選定するため公募型プロポーザルを実施します。 

(1) 目指すべき姿 

・生徒一人一人の進度に応じた個別最適な学びが実現できること 

・生徒にとって、より深く実践的な学びに資する未来型授業が展開できること 

・「主体的・対話的で深い学び」の視点に基づいた授業が展開可能であること 

(2) 課題 

・同時に複数の学級がネットワークに接続すると、通信速度が遅くなったり、通信が不安

定になり接続できなくなったりする。 

・教室や時間帯によって、通信状況が変わる。 

・BYADにより、様々な規格の Chromebookが混在してネットワークに接続する。 

 

２ 業務概要  

(1) 業務名  

   前橋市立前橋高等学校 校内 Wi-Fi構築・保守運用業務  

(2) 業務期間  

・構築業務：令和７年度の契約締結後から令和８年３月３１日まで  

・保守運用業務：令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

(3) 概要等  

   仕様書のとおり  

 

３ 選定形式  

  一般公募型プロポーザル  

 

４ 予算額 

 １８，０００，０００円 

※消費税及び地方消費税相当額を含む。 

※構築費及び６０ヶ月分の保守運用費・使用料を含む。 



※以下については、本予算額には含まない。ただし、審査評価点には含む。 

 ・群馬県汎用クラウド共同調達により発行される Google アカウントにかかるライセン

ス料 

 ・フィルタリングシステムにかかるライセンス料 

 ・通信費 

 

５ 応募資格  

(1) 本件プロポーザルに応募できる者の資格要件は、以下の要件をすべて満たす者とし、

各要件の基準日は応募申込書提出日とします。  

 ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること  

  イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定による本市の入札参加制限を受

けていない者であること  

  ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（会社更生法

第１９９条第１項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第１７４条第１項の規

定による再生計画の認可がされている者を除く。）でないこと  

  エ 前橋市暴力団排除条例（平成２３年前橋市条例第３８号）に規定する暴力団員等（地

方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号の規定に該当する者を除く。）でないこ

と  

 オ 本市の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、資格の認定を受けてお

り、かつ、当該認定を受けた営業品目の大分類に「情報処理」又は「保守管理」が含

まれていること  

  カ 企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品

の製造等業者指名停止措置要綱第２条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

第２条の規定による指名停止期間中の者ではないこと  

(2) 虚偽申請等不正行為が発覚した場合は、候補者の取消し、指名停止等の措置をとるこ

とがあります。  

(3) 共同事業体（ＪＶ（共同企業体）又はコンソーシアム）としての応募も可能です。そ

の場合は以下の事項に留意してください。  

 ア 共同事業体を代表する法人等（以下、「代表者」という。）を定めてください。応募

に関する事務はすべて代表者を通じて行うこととします。また、市が代表者に対して

行った行為は、当該共同事業体を構成する代表者以外の法人等（以下、「構成員」とい

う。）に対して行ったものとみなします。  

  イ 構成員は、複数のグループにおいて同時に構成員となることはできません。  

  ウ 代表者及び構成員の変更は、原則として認めません。  

 エ 共同事業体の代表者及びすべての構成員が(1)のアからカの要件を満たしているこ



とが必要です。ただし、(1)のオの「情報処理」又は「保守管理」の資格認定について

は、共同事業体のうち少なくとも１社が認定を受けていれば要件を満たしているもの

とします。 

 

６ スケジュール  

 項目  期限等  

１  公告日  令和７年６月２３日（月）  

２  実施要領の公表期間  令和７年６月２３日（月）から 

３ 質問受付期間  
令和７年６月２３日（月）から 

令和７年７月４日（金）１７時まで 

４  質問への回答期間  
令和７年７月７日（月）から 

令和７年７月１０日（木）まで 

５ 応募申請書・企画提案書の提出期間  
令和７年６月２３日（月）から 

令和７年７月１７日（木）１７時まで 

６  第一次審査（書類審査・価格審査）  令和７年７月１８日（金）を予定  

７ 第一次審査結果通知  令和７年７月２２日（火）を予定 

８  
第二次審査（プレゼンテーション及び

ヒアリング）  
令和７年７月２９日（火）を予定 

９  
審査結果の公表・審査結果通知書の発

送 
令和７年７月３０日（水）を予定 

１０  契約締結、業務開始  令和７年８月を予定 

 

７ 質問の受付及び回答  

(1) 受付期間  

   「６ スケジュール」のとおり  

(2) 提出書類  

 様式第１号に定める質問書  

(3) 提出方法  

   様式第１号に必要事項を記載し、事務局あてに電子メールで送信してください。 

   ※電子メールのタイトルは、冒頭に【市前：質問】と記載し、質問の要旨を記載して

ください。  

 ※質問の内容について個別に確認する場合があります。  

  ※質問は提案書等の作成に係る質問に限るものとし、審査に係る質問は一切受け付け

ません。  

  ※電話や来訪等による口頭での質問及び期限を過ぎた質問は受け付けません。  



(4) 回答方法  

   すべての質問と回答を「６ スケジュール」の期間でホームページにて公開します。  

 ※質問者が分かる文言、表現などは削除又は修正することがあります。  

 

８ 応募の手続き  

(1) 応募申請書の提出（必須） 

   「５ 応募資格」をすべて満たす者で本プロポーザルに応募する者は、次のとおり応

募申請書を提出してください。  

  ア 提出書類  

(ｱ) 単独申請  

・応募申請書（様式第２号）（２部） 

   (ｲ) 共同申請  

・応募申請書（様式第２号）（２部）  

・共同事業体構成書兼委任状（様式第３号）（２部） 

・共同事業体協定書（写）（任意様式）（２部） 

  イ 提出期間  

「６ スケジュール」のとおり  

 ウ 提出方法  

 事務局あてに持参又は郵送（一般書留・簡易書留）で(3)企画提案書の提出（必須）

に記載の提出物とともにお届けください。 

(2) 辞退届（任意）  

   応募申請書を提出した後に、やむを得ない事情により本公募手続きから辞退するとき

は、様式第４号に定める辞退届（２部）を提出してください。 

 ア 提出期限  

 「６ スケジュール」のとおり 

 イ 提出方法  

 事務局あてに持参又は郵送でお届けください。 

(3) 企画提案書の提出（必須）  

  ア 提出期限  

    「６ スケジュール」のとおり  

  イ 提出方法  

    事務局あてに持参又は郵送（一般書留・簡易書留）で(1)応募申請書の提出（必須）

に記載の提出物とともにお届けください。  

  ウ 提出物  

 次に示すもののうち、(ｱ)及び(ｲ)を紙帳票で２部、(ｳ)について製本したものを１０

部、加えて(ｱ)〜(ｳ)をデータで保存した CD-R１枚、(ｴ)を１部、(ｵ)を１０部、(ｶ)を



必要枚数分、それぞれ提出してください。 

(ｱ) 必要項目確認表（様式第６号） 

   (ｲ) 見積書（様式任意。ただし、内訳書を別途、添付のこと） 

   (ｳ) 企画提案書  

「９ 企画提案書の書式及び記載事項」によること。 

   (ｴ) 誓約書 （様式第５号） 

     共同で申請する場合は、構成する全事業者分提出すること。 

   (ｵ) 会社の概要が分かるパンフレットなど 

     共同で申請する場合は、構成する全事業者分提出すること。 

   (ｶ) その他  

     上記以外にも審査にあたり市が必要と定める場合は、追加書類の提出を求める場

合があるものとします。 

  エ 提出書類の取り扱い  

(ｱ) 記載内容の変更等の禁止  

     提出された書類は、これを書き換え、差し替え、又は撤回することはできません。  

(ｲ) 提出書類の返却  

     提出された書類は返却いたしません。  

(ｳ) 費用について  

     応募に要する一切の費用は、申請者にてご負担ください。  

(ｴ) 資料の取り扱い  

     市が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。

また、この検討の目的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対し

て、これを使用させ、又は内容を提示することを禁じます。  

(ｵ) 公表について 

     選定に係る公表等を行う場合に、応募書類の内容の全部又は一部を使用する場合

があります。 

オ 企画提案書及び参加資格の無効等  

    次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書を無効とし、本プロポーザ

ルの参加資格を喪失するものとします。  

(ｱ) 提案内容が調達の趣旨を大きく逸脱している場合  

(ｲ) 提出期限を過ぎて必要書類が提出された場合  

(ｳ) 提出書類に虚偽の記載があった場合  

(ｴ) 提案する事業見積額が予算額を超える場合  

(ｵ) 評価の公平性を害する行為があった場合  

(ｶ) 公告後に審査委員又は関係者に本企画提案に対する助言を求めた場合  

 



９ 企画提案書及び見積書の記載事項 

(1) 企画提案書の書式  

ア 形式 

用紙サイズはＡ４版で作成することを原則とします。 

 イ 使用する用語等  

(ｱ) 提案書の文章及び図表は、専門知識を有しない者でも理解できるように分かりや

すく平易な表現としてください。難解な専門用語を使わなければならない場合は必

ず注釈を付してください。  

(ｲ) 提案中の文章及び図表において使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年

法律第５１号）に定めるもの、通貨は日本国通貨としてください。  

(2) 企画提案書の記載事項 （次の項順で記載してください） 

ア 提案者（共同事業体の場合は全者）について  

(ｱ) 事業者概要  

・会社名、所在地、資本金、売上高、自己資本比率、事業概要、社員数  

(ｲ) 公的認証・管理体制  

・ＩＴサービス、情報セキュリティ、品質管理に関する国際的な認証・資格  

・業務遂行にあたり本市が開示・貸与する情報、構築に関するドキュメントなどの

機密情報の組織的・物理的・技術的な漏洩の体制・対策  

イ 体制及び実績 （共同事業体の場合は全者） 

(ｱ) 業務の実施体制  

(ｲ) 主な導入実績（導入自治体名、人口規模、拠点数、端末数、教職員数、児童生徒

数を記載してください。ただし、導入先自治体が情報の公開を望んでいない場合は

「関東地方某中核市」などの表記や概数にて記載してください。） 

ウ 加点項目確認表（様式第７号）の提案 

    第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）は、加点項目確認表（様式第７

号）の要件（９項目）において審査を行いますので、個別評価（項目１〜６）につい

ては、課題に対する提案を各項目の順番に従いページを分けて具体的に記載してくだ

さい。なお、総合評価（項目７〜９）については、資料を用意する必要はありません

が、プレゼンテーション全体から審査を行います。 

エ スケジュール 

オ ネットワーク想定図 

 ONU・ルータから当該校の教室アクセスポイントまでのネットワーク想定図を記載

してください。ONU、ルータ、L3 スイッチ、L2スイッチ、アクセスポイントを設置す

るものとしますが、その他必要な機器がある場合は記載してください。 

(3) 見積書及びその内訳書 

   様式は任意です。ただし、内訳書を別途、添付してください。 



  リース料率が必要な場合は一律１．９％として算出してください。  

  なお、見積もりの内容に疑義がある場合は再提出を依頼する場合があります。 

 

１０ 審査  

(1) 審査方法  

  前橋市立前橋高等学校 校内 Wi-Fi構築・保守運用業務委託事業者審査委員会（以下、

「審査委員会」という。）により、提出された審査資料に基づき、次の方法で審査するも

のとします。 

 審査別 審査内容 審査資料 配点 

ア 第一次審査 書類審査 必要項目確認表（様式第

６号） 

- 

イ 第一次審査 価格審査 見積書 ４０点 

ウ 第二次審査 プレゼンテーション及

びヒアリング 

企画提案書 ６０点 

ア 第一次審査（書類審査） 

(ｱ) 実施日  

 「６ スケジュール」のとおり 

(ｲ) 審査方法 

     必要項目確認表（様式第６号）により審査します。各項目に示した要件概要は、

提案者が本事業を履行するにあたり最低限の条件であるため、適合欄には必ず「◯」

を記載するものとし、もし要件概要に示したとおり履行できない項目が１つでもあ

る場合は失格となります。 

イ 第一次審査（価格審査） 

(ｱ) 実施日  

     「６ スケジュール」のとおり 

(ｲ) 審査方法 

     最低価格を提示した提案者を４０点、次順の提案者を３０点とし、以下１０点ず

つ繰り下げて配点するものとします。ただし、６者以上の応募があった場合は、最

高価格を提示した提案者以外に配点されるよう、提案者数に応じて繰り下げる点数

を按分するものとします。 

ウ 第二次審査 

(ｱ) 実施日 

     「６ スケジュール」のとおり 

(ｲ) 審査方法 

    ・提出された企画提案書についてプレゼンテーション及びヒアリングを行い、加点

項目確認表（様式第７号）の要件（９項目）において、審査を行います。 



 ・プレゼンテーション３０分の説明の後に２０分程度のヒアリングを実施し、各審

査委員が評価します。 

(ｳ) 参加できる者 

６名以内とします。 

(ｴ) 準備品等  

     ディスプレイ、HDMIケーブルの用意はありますので、説明に必要なそれ以外のも

のは応募者で準備してください。 

(ｵ) その他  

     提出した企画提案書を基に説明してください。 

     第二次審査に係る追加資料の提出は認めません。ただし、本市が追加資料の提出

を求めた資料等については、この限りではありません。  

     第二次審査での発言は本事業への提案とみなします。  

(2) 優先交渉者の選定方法  

ア 第一次審査（価格審査）と第二次審査の合計点が最上位の者を最も事業を遂行でき

る者と判断して、本事業の優先交渉者として選定します。  

  イ 同点の場合は、次の優先順位により上位者を決定します。  

(ｱ) 第一優先順位 市内事業者に該当する者 （共同事業体の場合、代表者が市内事業

者であること） 

(ｲ) 第二優先順位 第二次審査の評価点が高い者  

  ウ 前号においてもなお同順位である場合は、くじ引きにより決定することとします。  

  エ 総合得点が満点の３割（小数点以下切り捨て）未満の場合は、契約候補者として選

定しません。  

 オ 応募者が１者であっても本プロポーザルは成立するものとしますが、審査結果にお

いて第二次審査の点数が満点の３割未満の場合は、優先交渉者として選定しません。  

(3) 選定結果の公表・通知方法  

  ア 通知方法 

    「６ スケジュール」の日付で参加者に対して通知します。  

  イ 公表方法  

    本市ホームページにて公表します。ただし、公表は優先交渉者名のみとします。  

(4) 優先交渉者資格の無効等  

   優先交渉者が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失することとします。こ

の場合は、次順位者と交渉する場合があります。  

ア 提案資料並びにプレゼンテーション及びヒアリング内容に虚偽の説明があった場合  

 イ 評価の公平性を害する行為があった場合  

   

１１ 契約 



(1) 契約金額は、優先交渉者の提示価格に基づき、優先交渉者と協議のうえ決定いたしま

す。 

(2) 契約内容は、仕様書、企画提案書、ヒアリングの内容に基づき、優先交渉者と協議の

うえ決定いたします。なお、協議をしていく中で本市にとって有利な提案があった場合、

当該提案を採用する場合があります。 

また、予算額に含まれないライセンス料については、優先交渉者と協議のうえ別途契

約するものとします。 

(3) 契約期間  

   「２ 業務概要 (2)業務期間」のとおり 

(4) 特約事項  

ア 企画提案内容の実現に要する追加費用及び別途費用は、すべて受託者の負担といた

します。  

  イ 構築後の校内 Wi-Fi の機器保守、運用保守委託契約は、６０ヶ月の長期継続契約と

して締結することを想定しています。  

(5) 受託者の決定  

 優先交渉者との交渉が不調に終わった場合は、次順位の交渉権者を新たな優先交渉者

として選定する場合があります。  

(6) 業務により作成された成果品に関するすべての権利は本市に帰属します。  

(7) 構築にかかる契約金額は業務完了後に一括で支払うものとします。ただし、双方の協

議を経ることで、一括以外の支払い計画に変更することができます。  

(8) この契約の履行に関して発注者、受注者で用いる言語は、日本語とします。 

(9) 本事業に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所を

もって合意による専属的管轄裁判所とします。  

(10)本事業の請求、支払い、見積もりは日本円とします。 

 

１２ 添付書類  

（1）様式第１号 質問書 

（2）様式第２号 応募申請書  

（3）様式第３号 共同事業体構成書兼委任状  

（4）様式第４号 辞退届  

（5）様式第５号 誓約書 

（6）様式第６号 必要項目確認表 

（7）様式第７号 加点項目確認表 

 

１３ 事務局・問い合わせ先  

 前橋市教育委員会事務局学校教育課情報教育推進係  



  担当：折田 

  所在地：群馬県前橋市大手町二丁目１２番１号  

  電話：027-898-6245  

  電子メール：gakkoukyouiku@city.maebashi.gunma.jp 

 

mailto:gakkoukyouiku@city.maebashi.gunma.jp

